
 

 

芦教委専決報告第５号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

 次の事件は、芦屋市教育委員会委任規則第５条の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、教育委員会に報告し、その承認を求める。 

 

 

 

   令和７年５月８日提出 

 

 

 

芦屋市教育長 野 村  大 祐    

 

 

 

 

記 

 

  芦屋市大学等入学支援金給付規則の一部を改正する規則の制定について 

 

処分理由 

 

 大学等における修学の支援に関する法律及び同法律施行令の改正に伴い、規則の一

部を改正する必要が生じたが、急施を要したので専決処分したもの。 
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専決第５号 

 

 

   芦屋市大学等入学支援金給付規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

 

 別紙のように、芦屋市大学等入学支援金給付規則の一部を改正する規則を制

定することについて、芦屋市教育委員会委任規則第５条の規定により、専決処分

する。 

 

 

 

   令和７年４月１日 

 

 

 

芦屋市教育長 野 村  大 祐    
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芦
屋

市
規

則
第

 
 

号
 

  

芦
屋

市
大

学
等

入
学

支
援

金
給

付
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

   
芦

屋
市

大
学

等
入

学
支

援
金

給
付

規
則

（
令

和
４

年
芦

屋
市

規
則

第
３

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 

次
の

表
中

下
線

又
は

太
枠

の
表

示
部

分
（

以
下

改
正

前
の

欄
に

あ
っ

て
は

「
改

正
前

部
分

」
と

、
改

正
後

の
欄

に
あ

っ
て

は
「

改
正

後
部

分
」

と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

改
正

前
部

分
及

び
そ

れ
に

対
応

す
る

改
正

後
部

分
が

存
在

す
る

と
き

は
、

当
該

改
正

前
部

分
を

当
該

改
正

後
部

分
に

改
め

る
。

 

(
2
)
 

改
正

前
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
前

部
分

を
削

る
。

 

(
3
)
 

改
正

後
部

分
の

み
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
後

部
分

を
加

え
る

。
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
入

学
支

度
金

給
付

対
象

者
）

 
（

入
学

支
度

金
給

付
対

象
者

）
 

第
３

条
 

入
学

支
度

金
の

給
付

の
対

象
と

な
る

者
は

、
向

学
心

を
持

ち
な

が

ら
、

経
済

的
な

理
由

に
よ

り
大

学
等

へ
の

入
学

が
困

難
な

者
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
３

条
 

入
学

支
度

金
の

給
付

の
対

象
と

な
る

者
は

、
向

学
心

を
持

ち
な

が

ら
、

経
済

的
な

理
由

に
よ

り
大

学
等

へ
の

入
学

が
困

難
な

者
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 

（
略

）
 

(
1
)
 

（
略

）
 

(
2
)
 

大
学

等
に

お
け

る
修

学
の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
令

和
元

年
法

律
第

８
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

４
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ

る
授

業
料

等
減

免
対

象
者

と
し

て
認

定
を

受
け

た
者

（
入

学
後

に
認

定

を
受

け
る

見
込

み
で

あ
る

こ
と

が
当

該
大

学
等

か
ら

の
通

知
等

に
よ

り

確
認

で
き

る
者

を
含

む
。

）
で

、
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関

す
る

法
律

施
行

令
（

令
和

元
年

政
令

第
４

９
号

。
以

下
「

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

項
第

２
号

イ
に

規
定

さ
れ

る
区

分
に

該
当

し
て

い

る
こ

と
。

 

(
2
)
 

大
学

等
に

お
け

る
修

学
の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
令

和
元

年
法

律
第

８
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
授

業

料
等

減
免

対
象

者
と

し
て

認
定

を
受

け
た

者
（

入
学

後
に

認
定

を
受

け

る
見

込
み

で
あ

る
こ

と
が

当
該

大
学

等
か

ら
の

通
知

等
に

よ
り

確
認

で

き
る

者
を

含
む

。
）

で
、

法
施

行
令

（
令

和
元

年
政

令
第

４
９

号
。

以

下
「

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
さ

れ
る

区
分

に

該
当

し
て

い
る

こ
と

。
 

(
3
)
 

（
略

）
 

(
3
)
 

（
略

）
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改
正

後
 

改
正

前
 

（
入

学
支

度
金

給
付

額
）

 
（

入
学

支
度

金
給

付
額

）
 

第
４

条
 

（
略

）
 

第
４

条
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
実

負
担

額
は

、
令

第
２

条
第

１
項

第
２

号
イ

（
同

条
第

３
項

の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

入
学

金
の

減
免

の
額

及
び

他
の

減
免

制
度

に
よ

る
入

学
金

の
減

免
額

を
控

除
し

て
得

た
額

と
し

、
２

０
０

，
０

０
０

円
を

上
限

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
実

負
担

額
は

、
令

第
２

条
第

１
項

第
１

号
（

同
条

第
３

項
の

規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

に
規

定
す

る
入

学
金

の
減

免
の

額
及

び
他

の
減

免
制

度
に

よ
る

入
学

金
の

減
免

額
を

控
除

し
て

得
た

額
と

し
、

２
０

０
，

０
０

０
円

を
上

限
と

す
る

。
 

（
入

学
支

度
金

申
請

期
間

の
特

例
）

 
（

入
学

支
度

金
申

請
期

間
の

特
例

）
 

第
１

１
条

 
市

長
は

、
第

５
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

や
む

を
得

な
い

事

情
が

あ
る

と
認

め
た

場
合

に
、

入
学

後
そ

の
年

度
内

に
限

り
入

学
支

度
金

の
給

付
の

申
請

を
受

け
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

入
学

支
度

金
申

請
者

は
、

第
８

条
及

び
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

５
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
書

類
に

芦
屋

市
大

学
等

入
学

支
度

金
給

付
請

求
書

、
在

学
証

明
書

又
は

学
生

証
の

写
し

及
び

法
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
入

学
金

の
減

免
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
書

類
（

第
５

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

決
定

通
知

等
に

よ
り

確
認

で
き

る
場

合
を

除
く

。
）

を
添

え
て

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
１

１
条

 
市

長
は

、
第

５
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

や
む

を
得

な
い

事

情
が

あ
る

と
認

め
た

場
合

に
、

入
学

後
そ

の
年

度
内

に
限

り
入

学
支

度
金

の
給

付
の

申
請

を
受

け
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

入
学

支
度

金
申

請
者

は
、

第
８

条
及

び
第

１
０

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

第
５

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

書
類

に
芦

屋
市

大
学

等
入

学
支

度
金

給
付

請
求

書
、

在
学

証
明

書
又

は
学

生
証

の
写

し
及

び
法

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

入
学

金
の

減
免

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

書
類

（
第

５
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
決

定
通

知
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

場
合

を
除

く
。

）
を

添
え

て
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
受

験
料

支
援

金
給

付
対

象
者

）
 

（
受

験
料

支
援

金
給

付
対

象
者

）
 

第
１

４
条

 
受

験
料

支
援

金
の

給
付

の
対

象
と

な
る

者
は

、
向

学
心

を
持

ち

な
が

ら
、

経
済

的
な

理
由

に
よ

り
大

学
等

へ
の

進
学

が
困

難
な

者
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
１

４
条

 
受

験
料

支
援

金
の

給
付

の
対

象
と

な
る

者
は

、
向

学
心

を
持

ち

な
が

ら
、

経
済

的
な

理
由

に
よ

り
大

学
等

へ
の

進
学

が
困

難
な

者
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 

（
略

）
 
 

(
1
)
 

（
略

）
 
 

(
2
)
 

法
第

４
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
る

授
業

料
等

減
免

対
象

者
と

し
て

認
定

を
受

け
た

者
（

入
学

後
に

認
定

を
受

け
る

見
込

み
で

あ
る

こ

と
が

当
該

大
学

等
か

ら
の

通
知

等
に

よ
り

確
認

で
き

る
者

を
含

む
。

）

で
、

令
第

２
条

第
１

項
第

２
号

イ
か

ら
ハ

ま
で

に
規

定
さ

れ
る

区
分

に

該
当

し
て

い
る

こ
と

。
 

(
2
)
 

法
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
授

業
料

等
減

免
対

象
者

と
し

て
認

定
を

受
け

た
者

（
入

学
後

に
認

定
を

受
け

る
見

込
み

で
あ

る
こ

と
が

当

該
大

学
等

か
ら

の
通

知
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

者
を

含
む

。
）

で
、

令

第
２

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

に
規

定
さ

れ
る

区
分

に
該

当

し
て

い
る

こ
と

。
 

(
3
)
 

（
略

）
 

(
3
)
 

（
略

）
 

（
受

験
料

支
援

金
給

付
額

）
 

（
受

験
料

支
援

金
給

付
額

）
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改
正

後
 

改
正

前
 

第
１

５
条

 
（

略
）

 
第

１
５

条
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
実

負
担

額
は

、
他

の
減

免
制

度
に

よ
る

受
験

料
の

減
免

額
を

控

除
し

て
得

た
額

と
し

、
給

付
額

の
上

限
は

、
次

の
表

に
定

め
る

額
と

す

る
。

 

２
 

前
項

の
実

負
担

額
は

、
他

の
減

免
制

度
に

よ
る

受
験

料
の

減
免

額
を

控

除
し

て
得

た
額

と
し

、
給

付
額

の
上

限
は

、
次

の
表

に
定

め
る

額
と

す

る
。

 

支
給

対
象

区
分

 
給

付
上

限
額

 

令
第

２
条

第
１

項
第

２
号

イ
の

区
分

 
１

０
０

，
０

０
０

円

令
第

２
条

第
１

項
第

２
号

ロ
の

区
分

 
７

０
，

０
０

０
円

令
第

２
条

第
１

項
第

２
号

ハ
の

区
分

 
３

５
，

０
０

０
円

 

支
給

対
象

区
分

 
給

付
上

限
額

 

令
第

２
条

第
１

項
第

１
号

の
区

分
 

１
０

０
，

０
０

０
円

令
第

２
条

第
１

項
第

２
号

の
区

分
 

７
０

，
０

０
０

円

令
第

２
条

第
１

項
第

３
号

の
区

分
 

３
５

，
０

０
０

円
 

３
・

４
 

（
略

）
 

３
・

４
 

（
略

）
 

（
受

験
料

支
援

金
申

請
期

間
の

特
例

）
 

（
受

験
料

支
援

金
申

請
期

間
の

特
例

）
 

第
２

１
条

 
市

長
は

、
第

１
６

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
や

む
を

得
な

い

事
情

が
あ

る
と

認
め

た
場

合
に

、
入

学
後

そ
の

年
度

内
に

限
り

受
験

料
支

援
金

給
付

の
申

請
を

受
け

付
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

受
験

料
支

援
金

申
請

者
は

、
第

１
９

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

１
６

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

書
類

に
芦

屋
市

大
学

等
受

験
料

支
援

金
給

付
請

求
書

及
び

法
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
入

学
金

の
減

免
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
書

類
（

第
１

６
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
決

定
通

知
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

場
合

を
除

く
。

）
を

添
え

て
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
２

１
条

 
市

長
は

、
第

１
６

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
や

む
を

得
な

い

事
情

が
あ

る
と

認
め

た
場

合
に

、
入

学
後

そ
の

年
度

内
に

限
り

受
験

料
支

援
金

給
付

の
申

請
を

受
け

付
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

受
験

料
支

援
金

申
請

者
は

、
第

１
９

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

１
６

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

書
類

に
芦

屋
市

大
学

等
受

験
料

支
援

金
給

付
請

求
書

及
び

法
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
入

学
金

の
減

免
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
書

類
（

第
１

６
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
決

定
通

知
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

場
合

を
除

く
。

）
を

添
え

て
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

附
 

則
 

 

こ
の

規
則

は
、

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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